[bookmark: _GoBack]別紙１（第12条関係）
魚津市居住誘導区域住宅取得支援補助金額算出表

１．住宅取得費用（土地等の取得費用は除く。）

　　（税抜）　　　　　　　　　　　円

２．補助金額算出表（１万円未満端数切り捨て）
	対象者
	区分※
	補助率
	限度額
	金額

	□　転入者
	□　新築
□　建売
□　中古
	４％
	50万円
	万円

	□　市内居住者
	□　新築
□　建売
□　中古
	４％
	30万円
	万円


 ☑を記入してください

※区分について
新築住宅　自ら居住することを目的に新たに発注する住宅で、建築後１年以内の住宅（建物の構造が独立し、かつ、居住のための機能が全て備わっていれば、増築も含む。）
建売住宅　築３年以内の入居履歴のない住宅
中古住宅　新築住宅又は建売住宅ではない建築済の住宅
